
秘密保全

問題となる事象 該当法令等

部外者への秘密情報の漏えい 自衛隊法第５９条
（秘密を守る義務）

自衛隊法第１１８条第１項第１号
（罰則：秘密を守る義務違反）

秘密保全に関する訓令第７条
（秘密を守る義務）

【問題となる事象及び該当法令等】

隊員Ａ 某国武官

工作行為等働きかけ

隊員Ａ

某国武官

事例１：他国等への秘密情報の漏えい

【概要①】

隊員Ａは、某国武官と交流を深める中で現金等を受け取るようにな

り、このことが負い目となって、秘密情報を漏らすに至りました。

このため、隊員Ａは、自衛隊法第５９条の違反容疑で逮捕され、懲

役１０か月の実刑判決を受けるとともに、免職の懲戒処分となりまし

た。

【概要②】

某国武官の依頼を受けた隊員ＯＢが、現役隊員に教範の入手を依頼

し、某国武官に教範を提供しました。

いずれも起訴猶予となったものの、隊員OＢは再就職先を解雇され、

現役隊員３名も、戒告の戒懲戒処分を受けました。
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【概要】

隊員Ａ（保全責任者）は、部外者に対して、某国潜水艦の動向に関す

る職務上知り得た情報を、防衛秘密（現在は特定秘密）に該当する情報

を含むことを認識した上で、口頭により伝達しました。

このため、隊員Ａは、警務隊により、自衛隊法第９６条の２及び

第１２２条第１項の違反容疑で書類送検されるとともに、免職の懲戒処

分となりました。

潜水艦の動向
口頭による伝達

問題となる事象 該当法令等

部外者への秘密情
報の漏えい

（当時）自衛隊法第９６条の２（防衛秘密）
（現在）特定秘密の保護に関する法律第３条

（特定秘密の指定）

（当時）自衛隊法第１２２条第１項（罰則）
（現在）特定秘密の保護に関する法律第２３条

第１項（罰則：特定秘密の漏えい）

【問題となる事象及び該当法令等】
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事例２：某国潜水艦の動向に関する防衛秘密の漏えい

部外者 隊員Ａ（保全責任者）



【概要】

隊員Ａは、護衛艦の状況に関する情報を交際している部外女性に

SNSで数回にわたり送信していたところ、交際相手の女性から防衛省

に相談があり、発覚しました。

このため、隊員Ａは、自衛隊法５９条等による情報保全義務違反で停

職６日の懲戒処分となりました。

護衛艦の状況

隊員Ａ

SNSにより、送信

【問題となる事象及び該当法令等】

問題となる事象 該当法令等

部外者への秘密情報の
漏えい

自衛隊法第５９条
（秘密を守る義務）

自衛隊法第１１８条第１項第１号
（罰則：秘密を守る義務違反）

96

事例３：SNSによる部外者への情報の漏えい

交際相手
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問題となる事象 該当法令等

省秘の取扱が許可されて
いないパソコンでの業務
の実施
省秘データの無断作成及
び送達

秘密保全に関する訓令第１４条（秘密電子
計算機情報）
第２５条（複製等）
第３３条（文書、図画及び物件以外の方法
による伝達）

【問題となる事象及び該当法令等】

通信監査部署

送信中止

業務用ＰＣ
（注意用）

事例4：省秘の取扱が許可されていないパソコンで省秘のデータを送信

【概要】

隊員Ａは、自分が使用する業務用PC及

び情報システムにおいては、省秘のデータ

を取り扱ってはならないことを知っていな

がら、省秘に該当するデータを作成し、そ

のデータをメールで送信しました。

当該メールは通信監査部署により「省秘

の内容が含まれているため送信中止」の処

置がとられ、隊員Aに通知されました。

これを本人が部隊に報告したことにより

発覚し、隊員Aは、減給の懲戒処分となり

ました。


	コンプライアンス・ガイダンス第７版【管理者用】.pdfから挿入したしおり
	表紙
	コンプライアンス・テスト
	巻頭言
	はじめに

	目次
	Ⅰ　コンプライアンスについて
	コンプラアンスとは
	どう取り組むべきか
	コンプライアンスに係る防衛監察本部の取組

	Ⅱ－１  不祥事の未然防止に当たり留意すべき事項等
	行政文書管理
	情報公開
	秘密保全
	情報保証
	個人情報保護
	自衛隊員倫理規程
	自衛隊員の再就職規制
	パワハラ防止
	セクハラ防止
	マタハラ等防止
	入札談合・官製談合防止
	薬物乱用防止
	装備品等の管理
	海外渡航承認申請
	飲酒関連事故防止
	わいせつ事案防止
	各種感染症の拡大防止

	Ⅱ－２  過去の違反事例
	行政文書管理
	情報公開
	秘密保全
	情報保証
	個人情報保護
	自衛隊員倫理規程
	自衛隊員の再就職等規制
	パワハラ防止
	セクハラ防止
	入札談合・官製談合防止
	薬物乱用防止
	装備品等の管理
	海外渡航承認申請
	飲酒関連事故防止
	わいせつ事案防止
	その他の事例（職務に関する違反）
	その他の事例（物件取扱いに関する違反）
	その他の事例（私的行為に関する違反）
	各種感染症の拡大防止

	Ⅲ  管理者が特に認識すべき事項
	管理者による各種点検等
	隊員に義務付けられている各種教育等
	女性職員活躍とワークライフバランス推進
	防衛省における超過勤務の上限等に関する措置
	防衛省における各種推進月間等（参考）

	Ⅳ  参考資料
	公益通報及び公益通報者保護制度
	防衛省・自衛隊における各種通報窓口
	服務の宣誓及び倫理行動規準
	関係法令等



